
役員会議事を回覧します

１． 開会のことば

２．会長挨拶

　　新役員・新区長の皆さんこんにちは、今年度一年間宜しくお願い致します。又、昨年に

　引き続き役員を引き受けて下さった方々には感謝申し上げます。

　　さて、今年度から通常開催で行いますがマスク着用で行ってまいりますので宜しくお願

　いします。

３．役員紹介（自己紹介）

４．議　　事

　　今回は第１回の役員会であり、手続き及び連絡事項等を中心に行います。

（１）「令和５年度　年間行事の具体的な日程等」について   (総会資料をご覧下さい）

今年度はコロナ感染症も分類上５類になり、できるだけ「自治会活動をコロナ前に戻す」

　　をテーマにやっていきたいと考えております。なお、実施可否については協議して決めます。

（２）役員会等の会議について

①本部役員会（役員会に提案する議案及び個別事項の検討等）

　対象者　：　本部役員と相談役です。

　開催日　：　原則として役員会の前又は別途日程を設定します。

　開催案内　：　会長が作成し、書記が各本部役員及び相談役に配布します。

※本部役員会はできるだけ省略する方向で運用してます。

②役員会（行事等執行の決議機関）

　対象者　：　区長及び本部役員・部長副部長と相談役です。

　開催案内　：　会長が作成し、書記が本部役員・相談役に配布。

　　　　　 　　　　　　　　　ブロック長はブロック内の区長に配布してください。

区長は区内の部長・副部長に配布してください。

③役員推薦委員会（次年度役員の役職推薦）

　対象者　：　本部役員・区長と相談役と

　　次年度の役員候補及び区長候補です。

※上記各会議の開催形式は通常開催で行います。

（３）回覧物等（原則、毎月１日、１５日に回覧）の配布方法について

配布方法：区役所等⇒会長⇒副会長⇒各ブロック長⇒各区長⇒回覧・各戸配布・掲示

　〇副会長の分担：４～８月（浜滝氏）、９～１２月（豊田氏）、１～　３月（安西氏）

　　　　

（４）「会員に不幸があった時の取扱い」について

① 会員(喪主）⇒区長⇒会長（訃報作成）⇒各ブロック長⇒各区長⇒会員へ戸別配布又は回覧

②訃報の作成 逝去された方の名前・年齢・日時、お通夜・告別式の日時・場所、喪主、

（会長） 続柄等を記した訃報の作成

③弔　 　　問　　　　三役（家族葬のときは会長が会員宅に弔問）で都合の良い方で弔問。

④香　　 　典　　　　自治会長名と自治会名で各５，０００円

⑤お手伝い　 要請された場合は、各区及び本部役員が中心になってお手伝いする。

（５）令和５年度　自治会会員数・各戸配布数・回覧数等（別紙、添付資料をご覧ください）

（６）「令和５年度　公園及び自治会館の掃除当番」について（物資、添付資料をご覧ください）

役 員 会 議　事（第１回）　

と　き ： 令和５年４月２２日（土）１３：００から

ところ ：    -　自治会館

連絡方法



（７）令和５年度　役員名簿（総会資料をご覧下さい）

会長より会計が富澤さんから松森さんに変更する旨報告があり、承認されました。

　※なお、住所・電話番号記載の役員名簿は個人情報保護の観点から配布いたしません。

　必要な方は個別にお渡ししますので申し出て下さい。取り扱いには充分注意願います。

（８）会長が長期不在時の代行順位について

会長が旅行・病気入院等で長期不在時の会長代行を決めて置きます。

　順位１位：浜滝副会長　　　順位２位：安西副会長　　順位３位：豊田副会長

防犯灯不点灯の不具合が発生した時の連絡方法について

連絡方法　：　会員　⇒　防犯部長　⇒　ESCOコールセンター

  　※防犯灯管理プレートの管理番号を連絡して下さい。

ブロック別の懇親会に対する補助

３年間中止しておりましたブロック別懇親会を再開します。開催するブロックに対しては

20，000円補助しますので申し出て下さい。

開催場所は自治会館２階を提供します。

市民健康まつりハイキング」について

〇４月１５日付け回覧で参加者募集中です。

（12）「新役員による懇親会の開催」について　

　ってしまったため翌週２１日に延期します。

決まり次第回覧でお知らせします。

（14）「メールによる情報連絡の試行」について

書記より説明があり試行的に実施することになりました。

　　　　　　（15）「会費の徴収」について

①会費の徴収について（区長）

　　〇区長殿Ｒ５年度会費の徴収をお願いします。（月額400円、年額4,800円）

　　〇徴収に際し、徴収名簿・領収証等をお渡しします。

②会費の納入について（区長⇒会計へ）

　　〇会員から徴収した会費の納入は、５月1３日（土）１２時３０分から

　　　又は、役員会終了後会計担当に納入して下さい。

　　〇上記期間までに徴収ができなかった場合又は、上記の日時が都合が悪い場

　　　合には、個別に会計に連絡して納入してください。

５．閉会のことば

次回、第２回役員会は５月１３日(土）１３：３０から開催します。

（13）「自治会館の開放」について(別紙、検討たたき台をご覧ください）

（９）

（10）

（11）

５月１４日（日）１２：００から予定しておりました役員懇親会は、市民ハイキングと重な



橋本上町自治会

(Ｒ5-4-1　現在）

ブロック 区名 会員数 各戸配布数 回覧数 訃報数 ポスター掲示数

1 23 23 2 23 1．本橋工務店前

2 25 25 2 25 １．阿久沢氏宅横

　　　　　（公園のフェンス横）

　小　計 48 48 4 48 2

3 15 15 2 15 ２．奈良氏宅前、小俣医院前

(MSﾏﾝｼｮﾝ) 12 ー ー ー

5 10 10 1 10

（レッドウッド） 6 6 ー 6

6 17 17 2 17

　小　計 60 48 5 48 2

7 12 12 1 12

(アパート上町） 20 ー ー ー

8

9 22 22 2 22

10 20 18 4 18 1．朝日プラザ橋本内

11 29 29 9 9 1．京王コーポ橋本内

　小　計 103 81 16 61 2

12 14 14 2 14 １．風の子公園

13 12 12 2 12 １．相原中学校正門横

(ステラ橋本） 12 12 1 12

（ステラ橋本Ⅱ） 11 1 1 1

14 18 18 2 18

15 19 19 2 19

16 16 16 1 16

　小　計 102 92 11 92 2

17 19 19 2 18

18 23 23 2 23

19 12 12 1 12

21 33 33 3 33 2.田村氏宅前、根本宅横

　小　計 87 87 8 86 2

400 356 44 335 10

D

E

合　　計

令和元５年度　自治会会員数・各戸配布数・回覧数等

A

B

C



令５年度　公園等の掃除当番　　

        皆さんのご協力をお願いします。 橋本上町自治会

日（曜日） 担当 日（曜日） 主体・担当 日（曜日） 担当 担当

R３年４月 本部役員 ー ー １５日 深交会

５月 Eブロック 28日（日） 全役員 9:00～ Aブロック １5日 深交会 28日（日）

６月 Aブロック ー ー １５日 深交会

７月 Bブロック 9日（日） Bブロック・全役員 9:00～ Aブロック １５日 深交会

８月 Cブロック 12日（土） 全役員 9:00～ ー ー

９月 Dブロック 30日（日）Cブロック・全役員 9:00～ Aブロック １５日 深交会

１０月 本部役員 ー １５日 深交会

１１月 Eブロック ー Aブロック １５日 深交会

１２月 Aブロック 3日（日）Dブロック・全役員 9:00～ ー １５日 深交会

R４年１月 Bブロック 21日（日） 全役員 9:00～ Aブロック ー

２月 Cブロック ー ー １５日 深交会

３月 Dブロック 3日（日） Eブロック・全役員 9:00～ Aブロック １５日 深交会

活動費予算 ー

年間合計 １２回 7回 ６回 10回

＜自治会館＞ ＜公園及び上町広場＞

　１．掃除するところ 　１．対象

　　1）2F会議室　⇒　掃除機をかける。 　　１）ほほえみ公園（清掃・除草）

　　2）階段・廊下　⇒　床を雑巾で拭き、ワックスを掛ける。 　　２）風の子公園（清掃・除草）

     3）１F会議室　⇒　掃除機をかける。コロコロ 　　３）上町西公園（清掃・除草）

　　4）台所　⇒　床及び流し場の汚れを雑巾で拭く。 　　４）橋本公園（清掃のみ）

　　5）トイレ⇒　床及び便器を雑巾で拭く。

　　6）その他　⇒　汚れの目立つところを掃除する。 　２．清掃及び除草の回数

　　7）戸外の除草 　　１）清掃　・・・・　月１回以上

　２．鍵は会長、副会長及び会計が持っていますので、借りて下さい。 　　２）除草　・・・・　年４回以上

市民清掃

及び橋本公園の清掃 公園清掃（参考）

自治会館

ほほえみ・風の子・上町西公園の除草・清掃

西橋本２丁目公園

道路等美化運動




